
一般質問

平
成
30
年
４
月
、庁
舎
整

備
特
別
委
員
会
か
ら
庁
舎

整
備
に
対
す
る
提
言
書
が

提
出
さ
れ
、同
年
９
月
に

市
長
か
ら
対
応
す
る
旨
の

回
答
。平
成
31
年
度
一
般

会
計
予
算
で
は
庁
舎
整
備

に
係
る
計
上
が
あ
り
、真

摯
な
対
応
が
見
ら
れ
な
い

た
め
提
言
書
を
基
と
し
た

予
算
付
帯
決
議
を
15
名
の

賛
成
多
数
で
可
決
。

問
　
付
帯
決
議
か
ら
半
年
、

そ
の
対
応
を
確
認
し
ま
す
。

庁
舎
整
備
に
か
か
る
本
市

財
政
へ
の
配
慮
は
。

答

　図
書
館
や
消
防
を
分

離
し
軽
減
。
資
材
と
労
務

費
の
高
騰
が
続
い
て
い
る

た
め
、
影
響
を
配
慮
し
、

整
備
時
期
を
見
極
め
て
い

き
ま
す
。

問
　
東
庁
舎
の
拠
点
機
能

の
確
保
、
充
実
は
。

答

　地
震
に
対
し
免
震
構

造
を
、
水
害
に
対
し
敷
地

高
50
㎝
増
を
計
画
し
た
。

決
議
に
よ
る
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
景
観
に
つ
い

て
は
対
応
し
ま
す
。

問
　
西
庁
舎
及
び
周
辺
施

設
の
今
後
の
在
り
方
は
。

実
施
設
計
が
出
来
る
ま
で

に
理
解
を
得
る
べ
き
で
は
。

答

　公
共
施
設
等
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
委
員
会
に
て
議
論

し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
１

回
、
今
年
度
は
８
月
に
実

施
。
西
庁
舎
周
辺
の
再
開

発
や
民
間
開
発
な
ど
の
意

見
が
出
て
い
ま
す
。
個
別

計
画
策
定
の
調
査
を
進
め

な
が
ら
３
月
の
委
員
会
に

備
え
ま
す
。
最
優
先
事
項

と
捉
え
、
石
部
地
域
の
声

を
反
映
し
て
い
き
な
が
ら
、

委
員
会
の
回
数
を
増
や
し

て
議
論
を
深
め
ま
す
。

問
　
庁
舎
整
備
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
の
改
善
は
。

答

　市
町
村
役
場
機
能
緊

急
保
全
事
業
延
長
と
付
帯

決
議
を
ふ
ま
え
、
実
施
設

計
業
務
の
履
行
期
間
を
半

年
延
長
し
、
可
能
な
限
り

意
見
を
反
映
し
て
い
き
た

い
。

『議決の付帯決議』
� 新庁舎整備への対応は

行
政
事
務
取
扱
委
員

問
　
地
方
公
務
員
法
及
び

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
に
よ
り
非
常

勤
特
別
職
が
厳
格
化
さ
れ

ま
し
た
が
、
本
市
へ
の
影

響
は
。

答

　青
少
年
育
成
推
進
員

と
行
政
事
務
取
扱
委
員
の

改
正
が
必
要
で
、
そ
の
位

置
づ
け
を
検
討
中
で
す
。

問
　
区
長
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
報
酬
の
使
途（
区
へ

の
繰
入
）を
問
う
の
は
不

適
切
で
す
。
ま
た
、
ア
ン

ケ
ー
ト
に
は「
行
政
連
絡

事
務
等
を
各
区
へ
業
務
と

し
て
委
嘱
を
検
討
」と
あ

り
ま
し
た
が
、
業
務
内
容

か
ら
も
区
へ
委
嘱
す
る
性

格
の
も
の
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
が
。

答

　法
的
に
行
政
事
務
取

扱
委
員
と
区
長
は
別
物
で

す
が
、
協
力
員
と
い
う
有

償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
位
置

づ
け
を
検
討
中
で
す
。

会
計
年
度
任
用
職
員

問
　
来
年
４
月
か
ら
会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
が
、

本
市
の
一
部
の
保
育
園
等

の
民
営
化
と
同
時
に
ス
タ

ー
ト
し
ま
す
が
、
本
市
の

保
育
行
政
を
支
え
て
来
ら

れ
た
正
職
員
と
嘱
託
・
臨

時
職
員
の
処
遇
は
。

答

　正
職
員
は
継
続
運
営

の
公
立
園
に
配
置
し
、
不

足
人
員
を
会
計
年
度
任
用

職
員
と
し
て
採
用
予
定
で

す
。

問
　
地
公
法
等
の
一
部
改

正
に
は「
嘱
託
・
臨
時
職
員

に
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ

う
に
」と
の
決
議
が
付
さ

れ
て
い
ま
す
し
、
湖
南
市

立
保
育
園
等
民
営
化
検
討

委
員
会
の
答
申
に
は「
民

営
化
に
は
市
の
関
与
を
明

確
に
す
る
」と
あ
り
ま
す
。

保
育
園
等
の
民
営
化
に
つ

い
て
は
、
嘱
託
・
臨
時
職

員
の
処
遇
を
移
管
先
任
せ

に
せ
ず
、
市
が
し
っ
か
り

関
わ
る
べ
き
で
は
。

答

　嘱
託
・
臨
時
の
保
育

士
が
安
心
し
て
民
間
に
移

行
で
き
る
よ
う
に
、
移
管

先
と
協
議
し
ま
す
。
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� 一部改正を問う！
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